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第 1 章
ライフプランニングと資金計画

章のテーマ

この章では、生活設計をしていく上で必要な知識
を学習します。健康保険、介護保険や公的年金な
どの社会保険に加え、教育資金計画や住宅取得資
金計画なども、正確に押さえておく必要がありま
す。



1 FPとライフプランニング
FPのコンプライアンスは、100%の確率で実技（資産設計）の
1問目に出題されており、さらに、学科でもかなりの確率で1
問目に出題されていますので、確実に暗記する必要がありま
す。特に、税理士、生命保険募集人、弁護士との関連が多く
出題されています。

2 教育・住宅取得資金計画
教育ローンや住宅ローンの問題は、学科では100%の確率で
出題されていますが、住宅ローンと教育ローンの出題比率は
ほぼ2：1の割合になっています。特に、住宅ローンの返済方
法やフラット35、教育一般貸付などの特徴をしっかりと学習
しましょう。

3 社会保険
社会保険はかなり学習範囲が広く、医療保険、介護保険、労
災保険や雇用保険の知識が問われています。特に、医療保険
では、傷病手当金、任意継続被保険者制度、高額療養費の問
題もよく出題されていますので、確実に押さえましょう。

4 老後の生活資金設計と公的年金
公的年金では、老齢給付は毎回出題されており、老齢基礎年
金と老齢厚生年金は毎回交互にまたは同時に出題されるほど
の頻出項目です。次によく出題されるのが遺族給付となって
いますので、しっかりと過去問を繰り返して理解しましょう。

5 ライフプランニングの考え方
キャッシュフロー表の穴埋め、バランスシートの純資産額の
算定問題は実技（資産設計提案業務）で毎回出題されていま
す。さらに、複利係数の問題は学科、実技（資産設計提案業
務）において毎回出題されています。今後も必ず出題されて
いきますので、確実に得点しましょう。

Point頻 出 項 目 ポ イ ン ト

頻出度
No.

No.

No.

No.

No.
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第1節 FPとライフプランニング 頻出度

A

1 FPの役割 重要 実技（資産）
チェック

（1）FPの定義
ファイナンシャル・プランナー（FP）とは、ファイナンシャル・プラン

ニングの専門家であり、次のように定義されています。
①顧客の収入や資産、負債などに関するあらゆるデータを集め、
②顧客の要望や希望・目標を聞き取り調査し、
③現状を分析した上で、
④他の専門家の協力を得ながら、貯蓄計画などの包括的な資産設計を
立案し、

⑤それを顧客が実行する際に援助する専門家

（2）ライフプランと資金ニーズ
ライフプランとは、自分の夢や生き甲斐を基にした「人生設計」のことを

いいます。
人は誕生の時から死亡に至るまでのライフサイクルの中で、それぞれの
夢や目標を描きながら生活しています。しかし、その夢や目標を達成する
ためには資金が必要になるため、「何のために、いつ、どれくらいの資金
が必要か」を予測しておくことは、ライフプランの実現にとって必要不可
欠なものとなります。

（3）FPの社会的役割と法令順
じゅん

守
しゅ

（コンプライアンス） 

FPの社会的役割は、顧客の経済的自立を促しながら、作成した資金計
画に基づいて顧客の幸福を経済面から支援することにあります。

FPの領域は他の専門家の職業領域と重なる部分も多いことから、顧客
を援助する際には、税理士法、保険業法、金融商品取引法および弁護士法
などの法令に抵触する行為をしないよう注意をしなければなりません。
なお、職業上の倫理として、顧客の利益を優先させること、顧客情報な
どについての守秘義務を厳守することも重要です。

図表 1-1-1

図表 1-1-2

暗記　 図表 1-1-3 図表 1-1-4



FP
と
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

第
1
章

第1章 ライフプランニングと資金計画

4

図表 1-1-1 FPの役割

ギャップ
を調整 ④資金計画の立案 ⑤実行援助

②目標把握

③現状分析

①資産等を把握

図表 1-1-2 ライフプランと資金ニーズ

就職 結婚 子の誕生・教育 住宅取得 子の結婚 夫婦の老後

結婚資金 教育資金 取得資金 援助資金 生活資金

教育資金、住宅取得資金、老後の生活資金を三大必要資金と
いいます。

図表 1-1-3 資格を有しない（登録をしていない）FPができないこと

税理士 具体的な税務相談（有償無償問わず）や税務書類（確定申告書など）
の作成

生命保険募集人 生命保険や損害保険の募集や媒介（仲介）

金融商品取引業 具体的な投資判断（時期、数量、投資方法）の助言

弁護士 具体的な法律相談や法律事務（遺産分割の交渉など）

社会保険労務士 報酬を得て行う、行政機関等に提出する社会保険関係書類の作成

※　金融商品取引業を営むためには、内閣総理大臣の登録が必要です。

図表 1-1-4 資格を有しない（登録をしていない）FPでもできること

税理士 セミナーなどにおける一般的な税法の解説など

生命保険募集人 生命保険や損害保険の一般的な解説や保険証券の説明・必要保障
額の計算など

金融商品取引業 金融商品に関する過去のデータや資料の提示など

弁護士 民法など法律の一般的な解説など

社会保険労務士 将来支払われる年金額の計算など

暗記

暗記
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第2節 教育・住宅取得資金計画
1 教育資金と住宅取得資金 

チェック

（1）教育資金

子供に掛かる教育費は、高校・大学と進学するにつれて高額になり、一
度に用意するのは不可能なことから計画的な準備が必要になります。ま
た、子供の教育費は、少子化の影響もあり1人当たりの金額は年々増加傾
向にあります。

（2）住宅取得資金

住宅の取得に際して、すべてを現金で賄う人は少なく、一定の自己資金
（頭金）以外の部分は住宅ローンを活用するのが一般的です。
なお、住宅の取得には手数料や税金などさまざまな費用が掛かります。

これらの費用は合計すると物件価格の10％程度にも及ぶこともありますの
で、住宅取得資金としては、この諸費用分も考えて計画しなければなりま
せん。
以上から、住宅販売の現場で無理をしないためにも、住宅を購入する際
には、事前に以下の3点を確認しておくことが必要です。

①購入時点の自己資金の額を確認
②自分の年収で返済できる住宅ローンの額を確認
③諸費用を含めた購入可能額の総額を確認

A
頻出度

図表 2-1-1

図表 2-1-2
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図表 2-1-1 教育資金

早めの準備が必要！

全て公立：総額　約　800万円
全て私立：総額　約1,800万円

子供の誕生 小学校入学 中学入学 高校入学 大学入学

子供が誕生する前後からライフプランの中に組入れ、マネープランを
立てて準備しておく必要があります。

図表 2-1-2 住宅取得資金

物件価格の
30％以上
750万円

物件価格
2,500万円

住宅ローン
2,000万円

頭金
500万円＝ ＋

諸費用
250万円

＋

住宅取得資金 年収に応じた　　　
返済可能額から算出

物件価格の
20％以上

物件価格の
10％程度

自己資金

税金
ローン手数料
引越費用

住宅ローンを組んだ場合の年間返済額は、民間の住宅ローンを利用
する場合、概ね年収の25％程度が妥当と考えられています。

財形貯蓄制度
勤労者（会社員）の財産形成を促進する目的で創設された貯蓄制度です。
会社から給与の支払いを受ける際に積立金が天引き徴収され、積立貯蓄を行います。
財形貯蓄制度には、積立の目的を定めない「一般財形貯蓄」と、住宅取得（増改築）資金や
老後の生活資金を積み立てる「財形住宅貯蓄や財形年金貯蓄」があります。
なお、財形住宅貯蓄や財形年金貯蓄は、資金の目的が定められているため、一定の金額
まで運用益が非課税とされますが、積立開始時期が満55歳未満であること、1人1契約し
かできないことなど、一定の制約があります。
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2 ローンに関する基礎知識 
チェック

教育資金にしても住宅取得資金にしても、すべての資金を自己資金で確保
することができれば良いのですが、自己資金で確保できない場合には、各種
ローンを利用することにより不足資金を補う必要があります。
この項では、必要資金を確保するためのローンに関する基礎知識について

学習していきます。

（1）各種ローンの種類

ローンには大きく分けて、資金の使い道が限定される「目的別ローン」と
資金の使い道が決められていない「フリーローン」があります。

①目的別ローン
教育資金を融資する「教育ローン」、住宅取得資金を融資する「住宅ロー

ン」、住宅のリフォーム資金を融資する「リフォームローン」、マイカーの
取得資金を融資する「自動車ローン」などがあり、主に銀行や信用金庫を中
心とした金融機関での取扱いが一般的です。

②フリーローン
資金の使い道が限定されないため、生活資金や投資資金など自由に利用

することが可能なローンであり、消費者金融で扱うローンや銀行およびク
レジットカード会社のカードローンなどは、フリーローンが一般的です。

③適用金利
一般に、資金の使い道を限定している目的別ローンは、融資手続きの際

に資金の使い道を証明する書類が必要であり、融資の審査も厳格に行われ
る反面、フリーローンと比較して低い金利で融資を受けることができます。

（2）ローン金利の種類

ローン金利の基本は、固定金利型と変動金利型の2種類です。
固定金利型は、当初の契約で定めた借入金利が返済終了時まで変わらな
いタイプのローンです。
一方、変動金利型は、返済期間中の市場における金利情勢の変化によっ

て、借入金利が年2回見直されるタイプのローンです。

図表 2-2-1

図表 2-2-2
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図表 2-2-1 ローンの種類

ローンの種類

フリーローン
（高金利融資）

目的別ローン
（低金利融資）

教育ローン

住宅ローン

リフォームローン

マイカーローン　など

消費者金融

カードローン　など

図表 2-2-2 固定金利型と変動金利型の特徴

固定金利型
低金利時 当初の金利で固定されるため有利

高金利時 当初の金利で固定されるため不利

変動金利型
金利上昇局面 市場金利に連動して上昇するため不利

金利低下局面 市場金利に連動して低下するため有利

固定金利型（有利）

変動金利型（不利）

市場の金利水準

金利

借入 期間

借入後に市場金利が
上昇した場合に

金利見直しは年2回

貸金業法の総量規制
過度な借入れから消費者を守るため、個人が貸金業者（消費者金融など）による個人向け貸
付を利用する場合には、原則として、年収の3分の1を超える借入れが禁止されています。
なお、銀行などは貸金業者に該当しないため、銀行などからの借入れは総量規制の対象
となりません。
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3 教育資金のための借入金 重要
チェック

教育資金が自己資金で確保できない場合、⑴学生・生徒自身が借り入れる
各種奨学金や⑵学生・生徒の保護者が借り入れる教育ローンを利用すること
になります。

（1）奨
しょう

学
がく

金
きん

制度

学習意欲をもつ学生・生徒自身の経済的負担を軽減するための制度です。
独立行政法人日本学生支援機構の奨学金や、各種学校独自の奨学金制度
などがあります。

（2）教育一般貸付（公的教育ローン）

（株）日本政策金融公庫が行う教育ローンであり、原則として学生・生徒
の保護者が借り入れて返済する教育ローンです。主な借り入れの要件は、
次表のようなものがあります。

収 入 制 限

扶養する子供の人数に応じて、利用する保護者の世帯年収に以下の制限が
あります。

子供の人数 給与収入 事業所得

1人 790万円 590万円

2人 890万円 680万円

3人 990万円 770万円

融資限度額 学生・生徒1名につき350万円（所定の海外留学の場合450万円）

金 利 固定金利

返 済 期 間 原則として15年

資金使い道
受験費用、入学金、学費、通学費、下宿代、パソコン代、国民年金保険料
等

※　4人以上の収入制限、最新金利は、日本政策金融公庫のHPをご覧下さい。

（3）銀行等の教育ローン（民間教育ローン）

都市銀行や地方銀行などでも教育資金を目的とした教育ローンを取り扱っ
ています。各金融機関によって金利水準は異なりますが、一般的に教育一般
貸付などの公的教育ローンと比較して金利は高めに設定されています。

図表 2-3-1

暗記　 図表 2-3-2
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図表 2-3-1 奨学金制度

（独）日本学生支援機構

各種学校

返済

学校独自の奨学金制度
学生

借り入れ

原則：返済

支払

奨学金には、返済義務のある貸与型のほか、返済義務のない給付型も
あります。

　＜（独）日本学生支援機構の貸与型奨学金＞

第1種奨学金

第2種奨学金

入学 卒業

貸与 返還

→ 半年後から最大20年で返済

変動・固定を選択

無利子貸与

在学中は無利子貸与 有利子貸与

無利子貸与の第1種奨学金と有利子貸与の第2種奨学金（在学中は無利
子）があり、家計支持者による収入制限があります。
なお、第1種奨学金は、学業成績が特に優れた者または経済的に就学
困難な者を対象としていますので、第2種奨学金よりも選考基準が厳
しくなっています。

図表 2-3-2 教育一般貸付など

（株）日本政策金融公庫

各種学校

返済

都市銀行・地方銀行等
保護者

借り入れ

返済

支払い

教育一般貸付は、日本学生支援機構の奨学金との併用も可能です。
なお、子供の学業成績は問われません。
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4 住宅取得資金のための借入金 重要
チェック

一般的に、住宅取得資金はすべて自己資金で確保することが困難であるた
め、公的住宅ローンや民間金融機関の住宅ローンを利用することになります。

（1）フラット35（公的住宅ローン）

民間金融機関と独立行政法人住宅金融支援機構が提携して提供する長期
固定金利型の住宅ローンです。
住宅金融支援機構が、民間金融機関の住宅ローン債権を買取り、MBS

（Mortgage Backed Security）という証券にして投資家に売却する仕組みを
採用しています。この仕組みにより、窓口となっている銀行などの民間金
融機関は債務者からの資金回収に関するリスクを回避することができる点
に特徴があります。

融資を受けることができる金額は、返済額が所定の返済負担率
（返済額÷年収×100）を超えないように決定されます。

（2）銀行等の住宅ローン（民間住宅ローン）

都市銀行や地方銀行などでも住宅取得資金を目的とした住宅ローンの取
扱いがあります。各金融機関によって金利水準は異なりますが、一般的に
フラット35や財形住宅融資などの公的住宅ローンと比較して金利は高めに
設定されています。

民間の住宅ローンには、変動金利型や固定金利型の住宅ローンに加え、
5年・10年など一定の特約期間のみ固定金利を適用し、特約期間終了後
に変動金利型か固定金利型（特約期間の再設定）を選ぶことができる「固
定金利選択型」という商品もあります。
なお、固定金利型は、固定されている期間が長ければ長い程、設定され
る金利は高くなります。

図表 2-4-1 図表 2-4-2

図表 2-4-3
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図表 2-4-1 フラット35の仕組み

⑥元利返済

①融資

④代金⑤債権代金

③証券
MBS

②債権譲渡

⑧元利返済⑦元利返済

投資家個人 銀行 住宅金融
支援機構

貸付金を回収する権利を売却

図表 2-4-2 フラット35の内容

主　な　内　容

融 資 条 件

・本人が住むための住宅
・中古住宅についても適用可
・申込日現在の年齢：原則として70歳未満
・床面積の制限あり　一戸建て：70㎡以上など
・ローンの借換えに利用可

返 済 期 間 原則として15年以上35年以下（1年単位）

融資限度額
100万円以上8,000万円以下
（購入価額等×100％以内）

返済負担率
年収400万円以上：35％以下
年収400万円未満：30％以下

保 証 人・
保 証 料・
繰 上 返 済
手 数 料

不要
繰上返済は、原則100万円以上
（インターネットサービスを利用すると、10万円以上から可能）

金 利
・固定金利（利率は金融機関で異なる）
・融資実行時の金利を適用

図表 2-4-3 固定金利選択型

選択
変動金利

固定金利

固 定 金 利

借入当初 満了特約期間

再設定 満了特約期間10年

3年

金利：高

金利：低

暗記
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5 住宅ローンの返済計画 重要
チェック

（1）住宅ローンの返済方法

住宅ローンの返済方法には、元利均等返済と元金均等返済があります。

元利均等返済 元金均等返済

内　容
毎回の返済額（元金と利息の合計額）
を一定にする返済方法

毎回の返済額のうち元金部分を一定
にする返済方法

特　徴
元金と利息の返済額の割合は、返済
当初は利息部分が大きく、返済する
につれて元金部分が大きくなります

返済当初から一定額の元金が減って
いくため、利息を含めた毎回の返済
額が減少します

（2）住宅ローンの繰
くり

上
あげ

返
へん

済
さい

繰上返済は、手元資金に余裕がある場合、元金の一部または全部を繰り
上げて返済することです。繰上返済は返済総額の削減に大きな効果を発揮
しますが、その方法には、以下の2種類があります。

返済額軽減型 返済期間を変えずに、毎回のローン返済額を少なくする方法

期間短縮型 毎回のローン返済額を変えずに、返済期間を短縮する方法

一般的に、返済額軽減型よりも期間短縮型の方が利息の軽減効果が大
きくなります。
また、元利均等返済の場合、借入当初は返済額に占める利息の割合が
大きいため、繰り上げの実行時期が早いほど、利息の軽減効果が大き
くなります。

図表 2-5-1 において、1年目が経過した時に元金を129万円（＝63

万円＋66万円）分繰上返済すると、期間が2年短縮されます。
2年短縮されることで、この2年間に支払うはずだった利息191万円
（＝97万円＋94万円）の節約ができることになります。

図表 2-5-1 図表 2-5-2

暗記

用 語 解 説

元 金：金融機関などから借り入れた金額（債務額）

利 息：元金（返済が進んだ場合は残っている金額─残債─）に対して所定の借入利率を乗じて求めた金額
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図表 2-5-1 元利均等返済
（例）　住宅ローン：2,000万円、返済期間：20年、利率年：5％、年1回払い

返済額
160万円 毎回一定

※1
100

※2
97

借入時 1年 2年 　返済完了時（20年）

60 63

94

66 元金　2,000万円

利息総額　1,200万円

※1　2,000万円×0.05＝100万円
※2　（2,000万円－60万円）×0.05＝97万円
※3　返済総額＝2,000万円＋1,200万円（利息総額）＝3,200万円
※4　必要年収＝160万円÷0.25＝640万円（返済負担率25％の場合）

図表 2-5-2 元金均等返済
（例）　住宅ローン：2,000万円、返済期間：20年、利率年：5％、年1回払い

返済額
200万円

元金一定

借入時 1年 2年 　返済完了時（20年）

100 100

※1
100

※2
95

元金　2,000万円

利息総額　1,050万円

※1　2,000万円×0.05＝100万円
※2　（2,000万円－100万円）×0.05＝95万円
※3　返済総額＝2,000万円＋1,050万円（利息総額）＝3,050万円
※4　必要年収＝200万円÷0.25＝800万円（返済負担率25％の場合）

返済負担率を一定の範囲に押さえるために、元利均等返済を利用して
いる場合が多いですが、金利・返済回数・借入期間などの条件が同じ
である場合は、元金均等返済の方が元利均等返済に比べて返済総額
（利息の支払総額）が少なくなります。


